
大きな

令
和
４
年
の
元
旦
は
、
年
の
瀬
の
雪
が

解
け
、
穏
や
か
な
晴
天
で
明
け
ま
し
た
。

今
年
の
干
支
は
、
壬
寅
（
み
ず
の
え
と

ら
）
で

６０
の
中
の

３９
番
目
で
す
。

壬
（
じ
ん
）
は
十
干
の
第
九
に
し
て
、

五
行
は
水
性
の
陽
、
季
節
は
冬
、
方
位
は

北
。「

壬
」
は
大
河
や
海
洋
の
水
を
意
味
し
、

良
き
も
悪
き
も
全
て
飲
み
込
む
度
量
の
大

き
な
性
質
を
指
す
。「
妊
」
に
通
じ
「
育
む
」

の
意
で
新
し
い
も
の
が
始
ま
る
。

寅
（
い
ん
）
は
十
二
支
の
３
番
目
で
陽
。

五
行
は
木
の
陽
、
季
節
は
春
。
方
位
は
東

北
東
。

「
寅
」
は
矢
の
曲
が
り
を
正
す
象
で
「
正

す
」
「
伸
ば
す
」
を
象
意
す
る
。

ま
た
「螾

（
ミ
ミ
ズ
）
」
に
通
じ
、
暖
か

く
な
っ
て
虫
た
ち
が
動
き
出
し
、
春
の
胎

動
を
感
じ
さ
せ
る
状
態
。

「
壬
」
と
「
寅
」
は
、
五
行
で
「
水
生

木
」
で
「
相
生
」
の
関
係
と
な
る
。
ま
た

３６
年
に
一
度
訪
れ
る
「
五
黄
の
寅
」
年
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、「
壬
寅
」
は
厳
し

発行 神石高原町議会議員

木野山孝志 後援会
令和 ４年０１月１０日 ＮＯ.６２

発行責任者：橋迫芳隆

神石高原町父木野２９５３－１

ホームページ http://www7a.biglobe.ne.jp/~t-kinoyama/

い
冬
を
超
え
、
芽
吹
き
始
め
、
新
し
い
成

長
の
礎
と
な
る
イ
メ
ー
ジ
だ
が
、
今
ま
で

の
常
識
が
覆
さ
れ
、
時
代
に
あ
っ
た
新
し

い
常
識
が
模
索
さ
れ
始
め
る
年
と
な
り
そ

う
。
と
の
見
方
も
あ
る
（
東
洋
経
済
）
。

そ
の
意
味
で
「
し
っ
か
り
考
え
焦
ら
ず

確
実
に
一
歩
を
踏
み
出
す
年
」
と
し
た
い
。

昨
年
も
、
コ
ロ
ナ
に
始
ま
り
コ
ロ
ナ
に

終
わ
っ
た
年
で
し
た
。

年
が
明
け
て
も
、
昨
年
か
ら
世
界
的
に

蔓
延
し
始
め
た
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
陽
性
者
数
の
増
加
は
止
ま
り
ま
せ

ん
。
「
諸
説
」
あ
り
ど
う
対
処
す
る
か
。

経
済
対
策
か
コ
ロ
ナ
ゼ
ロ
対
策
か
。

北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
日
中
友
好

５０

周
年
と
尖
閣
諸
島
。
デ
ジ
タ
ル
庁
と
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
Ｄ
Ｘ
推
進
、
こ
ど
も

家
庭
庁
、
Ｍ
Ｍ
Ｔ
理
論
と
財
務
省
、
来
夏

の
参
議
院
議
員
選
挙
。

長
期
政
権
が
か
か
っ
た
岸
田
首
相
。

今
年
こ
そ
政
治
家
と
し
て
の
覚
悟
と
指

導
力
、
先
見
性
が
問
わ
れ
ま
す
。

古
よ
り
「
新
儀
は
不
吉
、
先
例
は
吉
」

と
言
わ
れ
る
。
日
本
に
生
を
受
け
た
一
人

と
し
て
真
意
を
探
り
た
い
。



おもなもの

＜神石高原町過疎地域持続的発展計画の策定＞

○現行法の「過疎地域自立促進特別措置法」が令和２年度末（Ｒ3.3.31）で期限を迎え、新たに令和３年度か

ら１２年までの時限立法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行となりました。

過疎法は都市部との生活基盤格差是正のためハード事業が目的でした。新法では新たに都市に無い価値を更に

育て発展させるための目的（人材の確保及び育成）や目標（移住・定住・地域間交流の促進など）が掲げられて

います。⇒こうした新法の目的を踏まえ、本町においても新たな「過疎計画」を策定しました。

＜豊松地区町民活動拠点施設設置管理条例の制定＞

○神石高原町豊松支所を、豊松地区の町民活動の拠点施設として整備し、新たに「名称・位置・施設・事業

・使用料など」設置及び管理条例を定めました。

＊豊松支所をメインとし、１階に商工会豊松支所、社協・シルバーセンター、協働支援センター、図書館分室を、

２階に放課後児童クラブ、巡回診療所、調理室など豊松地区の拠点施設として利用されます。

＊他の地区に於いても、財源を考慮しながら、老朽化した施設で活動している団体の事務所について拠点施設と

して整備する方向で検討されています。

＜人事案件＞  町教育委員任命同意（住所）神石高原町小畠  （氏名）森 恵美（もり えみ）さん

＜財産の取得＞

と

（単位：万円）四捨五入

費目 補正予算 補正後予算 主な内容

議会費 20 7767

総務費 3878 35億0077
情報通信整備3355、協働のまちづくり補助440、かがやきネット350、庁舎
管理240

民生費 1億1855 20億4887
子育て世帯臨時特例給付金事業4903、障害者介護1372、こばたけ保育
所整備147、子供食堂50、
子育て世帯臨時特例給付金事業4903（21日専決分）

衛生費 3320 26億5121 コロナウイルスワクチン接種（３回目）3404、簡水会計繰出194

農林水産費 1250 7億6985 農産物販売施設修繕163、小規模崩壊地復旧1250、人農地プラン47

商工費 229 1億7413
休業要請継続支援（ｽｺﾗ・ﾃｨｱｶﾞﾙﾃﾞﾝ）200、星居山光ｹｰﾌﾞﾙ520、観光振
興補助金▲550

土木費 6213 7億0149
宅地耐震（盛土調査）1000、町道維持（ｱｽﾌｧﾙﾄ）2000、社会資本整備
（神石ﾄﾝﾈﾙ復旧）2600、空き家対策（解体）275

消防費 354 4億3413 非常備消防管理経費200、豪雨災害対策90

教育費 9234 7億9193 共同調理場大規模改修9331、図書館管理運営77

災害復旧費 1624 6億4127 現年発生道路橋梁災害復旧1924

公債費 13億8634

諸支出金 3532 3億7208 かがやきネット管理運営基金積立3532

予備費 4000

合　計 4億1509 135億8974
（歳入）国庫支出金1億6241、IRU契約収入532、寄付金3581、財調繰入
3600、かがやきネット基金繰入3705、繰越金605、諸収入269、過疎対策
債1億930、災害復旧債2080

　　　　令和３年１２一般会計補正予算

（細目）診察用Ｘ線一般撮影装置RADS Pro一式 全自動錠剤分包機（調剤支援システム連携費含む）

取得価格 １２，０１２，０００円 ８，３６０，０００円

住所　福山市神南辺町大字新徳田２３５番地 福山市吉津町１２番５号

氏名　株式会社　ミーム 株式会社　ミヤノメディックス

財産の表示

（所在）神石高原町小畠　神石高原町立病院

（種別）医療機器及び備品

相手方

○主なコロナ対策関連予算

・健康管理システム改修など・３

回目追加接種事務経費

７８２万円

・コロナﾜｸﾁﾝ接種委託料・３回目

接種委託料など

２６１８万円

・休業要請事業者経営支援

２００万円

・コロナ感染症生活困窮者支援

３０万円

・庁舎無線ラン整備 USB 購入

２００万円

・子供食堂（生活困窮者支援）

５０万円

・子育て世帯臨時給付金（２回）

９８０５万円

・星居山（光ケーブル設置）

５２０万円



９月補正後予算 12月補正 １２月補正後予算 摘要

13 1億7465 4 億1 509 13 5億8 974 （12/21専決）子育て臨時給付4903

4 0億5719 -1 785 4 0億3 934

2 7億6047 73 2 7億6 120 交付金・手数料73

19 9億9231 3 億9 797 20 3億9 028

6 8億1766 -1 712 6 8億0 054特別会計＋病院事業会計

一　　般　　会　　計

病 院 事 業 会 計

合　　　計

特別会計計

単位：万円（四捨五入）

令和３年度

会　計　名

令和３年度予算会計別総括表

Ⅵ １２月補正予算額（コロナ対策） Ｒ３．１２．３可決                   （単位：万円）

区   分 補正前の額 12 月補正額 内コロナ対策分 補正後の額

一 般 会 計 131 億 7464.8 3 億 6606.4 8767.3 135 億 4071.2

合   計 131 億 7464.8 3 億 6606.4 8767.3 135 億 4071.2

Ⅶ １２月補正予算額（コロナ対策） Ｒ３．１２．２１専決処分               （単位：万円）

区   分 補正前の額 12 月補正額 内コロナ対策分 補正後の額

一 般 会 計 135 億 4071.2 4902.7 4902.7 135 億 8973.9

合   計 135 億 4071.2 4902.7 4902.7 135 億 8973.9

子
供
食
堂
の
実
施
は

Ｑ
木
野
山

予
算
が
５
０
万
円

で
３
カ
月
、
対
象
者
１
２
０
人
で

計
算
す
る
と
、
一
人
各
月

1
回

と
す
る
と
１
２
～
３
０
０
円
の

予
算
と
思
う
。

フ
ー
ド
バ
ン
ク
登
録
者
の
方

に
サ
ー
ビ
ス
す
る
訳
で
す
が
、
都

会
地
で
は
人
口
が
多
い
の
で
不

特
定
多
数
で
意
識
し
ま
せ
ん
が
、

郡
部
で
は
個
人
が
特
定
さ
れ
る

恐
れ
が
あ
る
。

個
人
情
報
の
観
点
で
こ
の
施

策
を
ど
の
よ
う
に
さ
れ
る
の
か
。

食
券
の
よ
う
な
形
で
自
由
に

食
べ
に
行
っ
て
頂
く
、
と
い
う
の

が
一
番
と
思
う
が
ど
の
よ
う
に

お
考
え
な
の
か
。

Ａ
赤
木
子
育
て
応
援
課
長

個

人
情
報
で
行
き
た
い
け
ど
行
き

に
く
い
と
い
う
事
が
無
い
よ
う

に
、
時
間
を
限
ら
な
い
で
行
っ
て

頂
く
。
時
間
を
限
る
と
注
目
を
集

め
る
こ
と
も
有
る
。

フ
リ
ー
な
時
間
に
営
業
時
間

内
に
食
べ
に
行
っ
て
頂
く
事
を

今
は
考
え
て
い
る
。

今
後
、
各
地
域
へ
広
が
っ
た
場

合
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い

う
事
で
子
供
さ
ん
だ
け
か
高
齢

者
ま
で
含
め
た
食
堂
と
い
う
か
、

そ
う
い
う
事
に
も
な
っ
て
行
け

ば
良
い
か
な
と
思
っ
て
い
る
。

今
回
は
特
に
事
業
を
実
現
し

こ
う
い
う
事
を
や
っ
て
皆
さ
ん

に
子
供
食
堂
と
い
う
も
の
に
関

心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
事
も
期

待
し
て
い
る
。

か
が
や
き
ネ
ッ
ト
の
更
新
と

新
規
シ
ス
テ
ム
の
導
入

Ｑ
木
野
山

企
業
版
の
ふ
る
さ

と
納
税
の
３
０
０
０
万
円
が
財

源
と
な
っ
て
い
る
が
、
寄
附
側
の

意
向
か
。

か
が
や
き
ネ
ッ
ト
は
基
金
に

よ
っ
て
収
支
を
見
て
い
る
と
い

う
関
係
で
、
か
が
や
き
ネ
ッ
ト
基

金
へ
の
繰
入
と
い
う
形
を
執
ら

れ
て
い
る
と
思
う
が
、
収
入
の
部

に
於
い
て
は
、
分
類
計
上
し
な
い

と
基
金
繰
入
で
か
が
や
き
ネ
ッ

ト
の
運
営
を
す
る
と
い
う
意
味

＊簡易水道特別会計
・一般修繕・整備工事

          ８０１万円
＊農業集落排水特別会計

・維持管理・測量委託
１０３８万円

＊国民健康保険特別会計
・高額医療補助

１０００万円
＊介護保険特別会計

・介護補助交付金
▲５５３０万円

合
い
が
取
れ
な
い
と
思
う
が
。

Ａ
岡
崎
未
来
創
造
課
長

財
源
と

し
て
、
神
石
高
原
町
を
デ
ジ
タ
ル
化

し
て
い
く
う
え
で
使
っ
て
頂
き
た

い
と
の
ご
意
向
を
頂
い
て
い
る
。

か
が
や
き
ネ
ッ
ト
の
更
新
と
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
も
か
が
や
き
ネ

ッ
ト
を
視
聴
し
情
報
を
取
る
こ
と

が
出
来
れ
ば
、
さ
ら
に
情
報
を
デ
ジ

タ
ル
化
す
る
事
が
進
み
ま
す
。

従
っ
て
寄
付
者
の
意
に
沿
う
も

の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

か
が
や
き
ネ
ッ
ト
管
理
運
営
基
金

基
金
積
立
に
つ
い
て
は
、
財
産
貸

付
収
入
い
わ
ゆ
る

IRU
契
約
の
収
入

を
ケ
ー
ブ
ル
ジ
ョ
イ
の
決
算
を
基

に
基
金
に
積
み
立
て
る
部
分
。

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
の
よ
う
な

次
の
投
資
の
た
め
に
使
っ
て
い
く

基
金
。
更
に
過
疎
ソ
フ
ト
事
業
分
も

充
当
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
、
使

い
道
を
分
け
た
う
え
で
基
金
を
積

み
立
て
て
い
ま
す
。

基
金
の
令
和
２
年
度
末
の
額
は

４
億
４
６
０
０
万
と
な
っ
て
い
ま

す
。

主
な
も
の
は
前
ペ
ー
ジ
の
と
お
り

で
す
。

子
育
て
世
帯
臨
時
給
付
金
は
、
Ｒ

３
年

１２
月
３
日
定
例
会
可
決
分
は

１２
月

２２
日
、
２１
日
専
決
分
は
Ｒ
４

年
１
月

１３
日
に
、
い
ず
れ
も
５
万
円

現
金
に
て
給
付
さ
れ
ま
し
た
。



①
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
構
想
は
断
念
か

Ａ
町
長

そ
う
い
う
事
で
は
な
い
。

提
案
内
容
は
審
議
さ
れ
て
い
る
が
、

当
初
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
変
更
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
構
想
に
捉
わ
れ
る
事

な
く
、
デ
ジ
タ
ル
関
連
事
業
に
取
り

組
み
た
い
。

②
提
案
さ
れ
た
事
業
も
含
め
ど
う
し

て
も
取
り
組
み
た
い
事
業
は
何
か
。

Ａ
町
長

す
で
に
取
り
組
ん
で
い
る

事
業
も
含
め
、
行
政
と
個
人
を
つ
な

げ
る
技
術
や
健
康
管
理
に
つ
な
が
る

技
術
な
ど
、
県
の
事
業
も
含
め
、
進

め
ら
れ
る
も
の
は
随
時
取
り
組
み
た

い
。

Ｑ
木
野
山

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

の
情
報
通
信
技
術
を
使
え
る
人
と
使

え
な
い
人
と
の
間
に
生
じ
る
情
報
格

必
要
と
な
れ
ば
改
良
復
旧
事
業
の
取

り
組
み
も
行
う

Ａ
町
長

道
路
な
ど
の
維
持
修
繕
は

引
き
続
き
取
り
組
む
。
近
年
は
異
常
な

降
雨
に
よ
り
修
繕
箇
所
が
増
加
し
て

い
る
。
再
被
災
し
な
い
よ
う
修
繕
に
努

め
る
。

災
害
復
旧
事
業
は
３
年
以
内
の
復

旧
が
原
則
だ
が
、
大
規
模
災
害
で
な
け

れ
ば
早
期
の
復
旧
に
努
め
る
。

災
害
個
所
の
み
の
復
旧
で
は
復
旧

効
果
が
図
れ
な
い
場
合
は
、
補
助
率
が

下
が
る
場
合
が
あ
る
が
、
関
連
事
業
の

活
用
も
行
う
。

Ｑ
木
野
山

川
の
浚
渫
は
必
要
な
個

所
が
何
か
所
も
あ
る
。
そ
の
辺
り
か
ら

で
も
取
り
組
ん
で
頂
き
た
い
。

差
へ
の
対
策
は
。

Ａ
町
長

使
え
る
人
，
使
え
な
い
人

が
出
来
て
く
る
。
そ
れ
は
一
定
程
度

や
む
を
得
な
い
。

全
員
が
使
え
る
ま
で
は
や
ら
な
い

と
い
う
事
で
は
な
い
。

使
え
な
い
人
へ
の
サ
ー
ビ
ス
が
今

よ
り
落
ち
る
と
か
，
今
の
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
事
で
は
な

い
。今

の
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し
な
が
ら

使
え
る
人
は
今
よ
り
も
っ
と
便
利
に

な
る
。
そ
う
い
っ
た
人
を
ど
ん
ど
ん

増
や
し
て
行
き
ま
し
ょ
う
。
と
い
う

の
が
私
の
考
え
で
す
。

そ
の
差
を
埋
め
る
た
め
に
，
研
修

会
を
行
う
と
か
民
間
と
連
携
し
て
使

い
方
の
研
修
を
行
う
と
か
，
そ
う
い

っ
た
事
を
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
，
そ
の

差
を
縮
め
て
い
く
事
が
一
番
重
要
で

そ
れ
が
行
政
の
役
割
だ
と
思
う
。

Ｑ
木
野
山

私
は
，
Ｄ
Ｘ
の
推
進
は
，

一
番
に
個
人
情
報
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は

最
終
的
に
は
，
町
民
が
国
（
政
府
）

あ
る
い
は
町
を
ど
れ
だ
け
信
用
す
る

か
に
掛
か
っ
て
お
り
，
二
番
目
に
は
，

こ
の
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
対
策
だ
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
が
解
消
さ
れ
る
と
い
う
確

信
・
信
用
が
無
け
れ
ば
な
か
な
か
町

民
か
ら
の
Ｇ
Ｏ
サ
イ
ン
が
出
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
ど
う
し
て
も

疑
心
暗
鬼
な
部
分
が
出
て
く
る
。

焦
ら
ず
，
具
体
的
な
政
策
を
説
明

頂
き
，
町
民
が
町
長
の
言
葉
を
し
っ

か
り
と
信
ず
る
と
こ
ろ
ま
で
持
っ
て

い
っ
て
ほ
し
い
。

【災害復旧について】

道路・河川の災害復旧工事に絞り、平素

からの維持補修工事を含め災害復旧事

業及び改良復旧事業への本町の取り組

みについて基本的な考えを伺う。

【スーパーシティ構想について】

先般の第８回全員協議会に於いて「未

来創造課」は、内閣府から再提案を求め

られたが、

◇「スーパーシティ構想の再提案は行わ

ない」◇「デジタル関連基本構想は１０年

後の神石高原町の姿を想定し、５年程度

を目途に計画を策定していく」と報告され

た。

①再提案を行わないという事は、スーパ

ーシティ構想は断念という事か。

②スーパーシティ構想の中に掲げられた

１１の先端的サービスの中で実現可能な

事業、どうしてもやりたい事業は何か。

③１１の先端的サービスの中に、「バーチ

ャルスクール」構想があります。

現在文科省推奨の「GIGA スクール」に

ついては学習環境も整い本町も推進中

であります。

電子黒板やタブレットを使用した授業

の在り方が、バーチャルに発展するとき

日本の教育がどのように変わっていく

か。

ある意味、将来の日本、神石高原町の

縮図が見えはしないか。

期待と不安が混在しています。

教育長の所見をお伺いしたい。

③
義
務
教
育
に
お
い
て
は
、
当
面
大

き
な
変
化
は
無
い

Ａ
教
育
長

教
科
指
導
に
お
け
る

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
と
は
、
教
科
の
学
習
目

標
を
達
成
す
る
た
め
教
師
や
児
童

生
徒
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る
こ
と

だ
。よ

り
高
い
教
育
効
果
に
結
び
付

け
る
に
は
、
従
来
か
ら
の
授
業
技
術

と
の
融
合
が
重
要
だ
。

バ
ー
チ
ャ
ル
ス
ク
ー
ル
と
は
対

面
授
業
に
変
わ
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
の
遠
隔
教
育
の
事
だ
。

判
断
力
が
不
可
欠
と
な
り
自
分

一
人
が
学
習
を
や
り
抜
く
力
が
必

要
と
な
る
。

義
務
教
育
に
お
い
て
は
当
面
現

状
か
ら
大
き
く
変
化
す
る
事
は
無

い
と
考
え
る
。

Ｑ
木
野
山

教
育
は
情
報
で
は
な

い
の
で
，
リ
ア
ル
に
触
れ
合
う
事
の

価
値
が
重
視
さ
れ
る
分
野
で
は
な

い
か
。

で
す
か
ら
教
育
は
，
急
が
な
い

で
，
少
し
ず
つ
や
っ
て
欲
し
い
。

と
い
う
の
が
私
の
気
持
ち
だ
。


